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平成２３年７月８日

経済部観光振興監決定

（平成２５年４月１日一部改正）

北海道アウトドア資格制度人材育成機関認定要領

第１ 趣旨

この要領は、北海道アウトドア資格制度実施要綱第２の６の（２）の規定に基づき、北海道

アウトドア資格制度人材育成機関（以下「人材育成機関」という。）の認定を行うに当たり、

認定の区分、基準、手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

第２ 認定の区分

人材育成機関の認定の区分は、別表１のとおりとする。

第３ 認定の申請

１ 人材育成機関の認定を申請する者（以下「申請者」という。）は、人材育成機関認定申請

書（別記第１号様式）及び教育プログラム実施計画書（別記第２号様式）を知事に提出する

ものとする。

２ 申請者は、学校教育法（昭和２２年法律第２６号）に定める高等学校、大学、高等専門学

校、専修学校及び各種学校、学校教育に類する教育を行うものとして他の法律に基づき設置

される教育機関並びにアウトドア事業者（北海道アウトドアガイド資格の認定を受けたガイ

ドを雇用する事業者に限る。以下同じ。）とし、申請の分野及び区分は、別表２のとおりと

する。

第４ 認定の基準

人材育成機関の認定基準（以下「認定基準」という。）は、別表３のとおりとする。

第５ 審査

１ 知事は、申請者から申請があったときは、認定基準に基づき適合状況について審査を行う。

２ 前項の審査は、書面により行うほか、必要に応じて申請者との面談により行う。

第６ 認定等

１ 知事は、審査の結果、申請者が認定基準に適合すると認められるときは、人材育成機関と

して認定（以下「認定」という。）する。

２ 知事は、申請内容が認定基準に適合しないときは、申請者に認定を行わない旨通知する。

第７ 認定の通知

知事は、認定を行ったときは、申請者に人材育成機関認定通知書（別記第３号様式）を交付

する。

第８ 認定の有効期間

認定の有効期間は、認定を行った日から３年を経過した日以降の直近の３月３１日までとす

る。
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第９ 認定の公表

知事は、認定を行ったときは、次に掲げる情報等を北海道のホームページ等に掲載し、公表

する。

１ 認定人材育成機関の名称、所在地、代表者氏名及び連絡先

２ 認定年月日、有効期間及び認定分野・区分

第10 変更の届出等

１ 認定を受けた人材育成機関（以下「認定人材育成機関」という。）は、公表事項を変更し

たときは、速やかに人材育成機関認定事項変更届（別記第４号様式）を知事に提出するもの

とする。

２ 認定人材育成機関は、当該認定に係る事業を廃止したときは、速やかに人材育成事業廃止

届（別記第５号様式）を知事に提出するものとする。

第11 履修開始の報告

認定人材育成機関は、認定を受けた分野・区分に係る教育プログラムを開始したときは、速

やかにプログラム履修開始届（別記第６号様式）を知事に提出するものとする。

第12 履修者の報告

認定人材育成機関は、認定を受けた分野・区分に係る教育プログラムを修了したときは、速

やかに履修者報告書（別記第７号様式）を知事に提出するものとする。

第13 履修証明書の交付

１ 知事は、履修者報告の内容を適当と認めたときは、その報告に係る履修者ごとに履修証明

書（別記第８号様式）を作成し、認定人材育成機関に送付する。

２ 前項の履修証明書の送付を受けた認定人材育成機関は、履修証明書を履修者に交付するも

のとする。

３ 履修証明書の有効期間は、履修を証明した日から、認定人材育成機関における教育プログ

ラムを修了した日から３年を経過した日以降の直近の３月３１日までとする。

第14 履修証明書の再交付

履修者は、交付された履修証明書を紛失した場合は、履修証明書再交付申請書（別記第９号

様式）を知事に提出し、再交付を求めることができる。

第15 北海道アウトドアガイド資格認定試験等の免除

履修証明書の交付を受けた教育プログラム履修者は、履修証明書の有効期間内に限り、北海

道アウトドアガイド資格認定等実施要領に基づき、その履修した分野・区分に相当する北海道

アウトドアガイド資格認定試験の筆記試験及び北海道アウトドアガイド基礎認定の検定試験を

免除する。

第16 認定の取り消し

１ 知事は、事業廃止届の提出があった場合のほか、認定人材育成機関がこの要綱に基づいて

行う手続きを適正に行っていないと認められるときは、当該認定を取り消すことができるも

のとする。

２ 知事は、前項の規定により認定を取り消したときは、当該機関にその旨を通知する。



3

第17 認定の更新

１ 認定人材育成機関は、既に受けている認定の更新を申請することができる。

２ 前項の更新を希望する認定人材育成機関は、有効期間が満了する年の２月末までに人材育

成機関認定更新申請書（別記第１０号様式）及び教育プログラム実施計画書（別記第２号様

式）を知事に提出するものとする。

３ 認定の更新の手続きについては、第５、第６、第７及び第９の規定を準用する。

第18 事故の報告

認定人材育成機関は、教育プログラム実施中に、事故が発生した場合は、速やかに知事にそ

の旨を報告するものとする。

第19 調査

知事は、この要領に基づく手続きの適正な実施を確保するために必要があるときは、認定人

材育成機関に必要な報告を求め、又は教育プログラムの実施状況を調査することとする。

第20 その他

この要領に定めるもののほか、人材育成機関の認定の区分、基準、手続等に関し必要な事項

は、別に定める。

附 則

１ この要領は、平成２３年７月８日から施行する。

２ 北海道アウトドア資格制度人材育成機関登録実施要綱（平成２１年４月１日付け経済部参事

監最終改正。以下「旧要綱」という。）は、廃止する。

３ この要領の施行日（以下「施行日」という。）の前日において、現に旧要綱に規定する人材

育成機関として登録を受けた分野・区分については、その登録の有効期間内において効力を有

するものとする。

４ 施行日の前日において、旧要綱に規定する人材育成機関から交付を受けている履修証明書に

ついては、その有効期間内において有効であるものとし、この要領に定める履修証明書と同様

に取り扱うものとする。

附 則（平成２５年３月２９日経済部観光振興監決定）

１ この要領の一部改正は、平成２５年４月１日から施行する。

２ この要領の一部改正の施行の日の前日において、「基礎分野」に係る人材育成機関として認

定を受けた教育プログラム実施計画書に基づき、現に実施中の教育プログラムがある場合で、

その履修期間の終期が平成２５年４月１日以降となるものの別表１及び別表２の認定分野等

は、なお従前のとおりとする。
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別表１ 人材育成機関の認定の区分

分 野 目 的

アウトドア検定 「北海道アウトドアガイド」に共通する必要最低限の心構え、知識及び

術を修得させる。

山岳ガイド 無積雪時に山岳地域において、主に登山道を使用し、利用者を案内で

（夏山） きる知識及び技術を修得させる

自然ガイド 北海道の自然及び社会環境について正しい認識を持ち、自然環境を損な

うことなく利用者に自然ガイド活動ができる知識体系と技術を修得させ

る。

カヌー・ジュニ カヌー・ガイド資格を有する者の監督の下、カヌー又はカヤック等を使

アガイド 用して、利用者を河川や湖沼に案内できる知識及び技術を修得させる。

ラフティング・ ラフティング・ガイドの資格を有する者の監督のもとで、ラフトボート

ジュニアガイド を使用し、利用者を河川に案内できる知識及び技術を修得させる。

トレイルライデ トレイルライディング・ガイド資格を有する者の監督の下、馬を使用し

ィング・アシス て、利用者を自然の中へ案内できる知識と技術を修得させる。

タント
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別表２

申請分野・区分

申 請 可 能 区 分

認 定 区 分 名
高等学校及び同等の

左記以外の対象教育機関

対象教育機関
（大学院、大学、短期大学、専修学校、各種学校、 アウトドア事業者

高等専門学校）

1 アウトドア検定 ○ ○ ○

2 山岳ガイド（夏山） ○ ○

3 自然ガイド ○ ○

4 カヌー・ジュニアガ ○ ○ ○

イド

5 ﾗﾌﾃｨﾝｸﾞ・ｼﾞｭﾆｱｶﾞｲﾄﾞ ○ ○ ○

6 ﾄﾚｲﾙﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞ･ｱｼｽﾀﾝﾄ ○ ○ ○
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別表３

人材育成機関認定基準

認 定 基 準 の 内 容

区 分 認 定 基 準 項 目

大学院・大学・短期大学・専修学

校・各種学校・高等専門学校・高 アウトドア事業者

等学校

①プログラムの管理及び □学校教育法及び学校教育に類 □過去の類似する事業実績、

実施体制 責任体制が明確である する教育を行うものとして、 会場確保、安全管理、周辺

こと。 他の法律の規程に基づき設置 （地権者等）との調整が図

されている教育機関であるこ られていること。

と。

②プログラムの実施に関 □プログラムの内容を勘案し、相応しい講師体制となっている

し、講師が適当である こと。

こと。 特に、専門性が問われる分野は、その分野において、社会的

に評価されうる（指導者資格を保有しているなど）経験及び

実績を有す講師が配置されていること。

③プログラムの時間数 □プログラムの内容が、標準カリキュラムで定める履修項目を

が、標準カリキュラム 網羅するものであること。

の内容に適合している □全ての科目において、標準カリキュラムで定める時間数以上

こと。 の内容となっていること。

④事故等の緊急時の体制 □事故等が発生した際の連絡体制が書面により明確になってい

が整備されているこ ること。

と。

①プログラム履修者の情 □プログラム履修者の履修情報が常時確認できる体制が整備さ

情報管理 報を適切に管理するこ れていること。

と。 □プログラム履修者の履修情報が漏出しないよう管理体制が整

備されていること。

①プログラムの履修期間 □プログラムの履修期間が概ね１年以上であること。

実施期間 が概ね１年以上である

こと。
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別記第１号様式

北海道アウトドア資格制度人材育成機関認定申請書

平成 年 月 日

北海道知事 様

申請機関の所在地

申請機関の名称及び代表者の職・氏名 印

北海道アウトドア資格制度人材育成機関認定実施要領に基づく人材育成機関の認定を受けたい

ので、次のとおり申請します。

記

１ 認定を希望する分野・区分（複数分野・区分で申請する場合は列記すること）

２ 教育プログラム実施計画

別添のとおり

３ 教育 プログラ ム開始 予定時 期

４ 連絡先（担当者の職、氏名、電話番号）
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別記第２号様式

教育プログラム実施計画書

申 請 者

所 在 地

連 絡 先 ＴＥＬ ＦＡＸ

１ 実施区分（実施する区分の□をチェックすること）

ガイド（リーダー） ジュニアガイド（アシスタント）

□ 基 礎 分 野

□山 岳（夏山）

□山 岳（冬山）

□自 然

□カヌー □カヌー

□ラフティング □ラフティング

□トレイルライディング □トレイルライディング

２ 実施プログラム

（区分名： 基礎分野 ）

履 修 区 分 履 修 項 目 座学 時間数 指 導 資 料

実技 (時間 ) （ 教 材 ）

ｶﾞｲﾄﾞ等の役割･ １ 北海道ｱｳﾄﾄﾞｱｶﾞｲﾄﾞの役割･責任 ・北海道アウトドアガイド基

責任 ２ 北海道ｱｳﾄﾄﾞｱｶﾞｲﾄﾞに求められる 座学 ３ 本テキスト

資質 ・ガイドとは（○○社）

動植物に関する １ 北海道に生息する動植物に関す

知識 る知識 座学 １０

（以下､標準ｶﾘｷｭﾗﾑの履修項目に沿って記載）

※複数の区分の認定を希望する場合は、各区分毎に作成すること。
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３ 講師体制

（区分名： 基礎分野 ）

講 師 名 所 属 ・ 職 名 保有資格･経歴等 講 義 区 分

外出 遊 ○○ｱｳﾄﾄﾞｱｻｰﾋﾞｽ ｶﾞｲﾄﾞ歴 16 年 ○ｶﾞｲﾄﾞの役割・責任

ﾁｰﾌｶﾞｲﾄﾞ 消防上級救命講習 ・北海道ｱｳﾄﾄﾞｱｶﾞｲﾄﾞの役

修了 割･責任

・北海道ｱｳﾄﾄﾞｱｶﾞｲﾄﾞに求

められる資質

○応急処置

・基礎的な対処方法

・基礎的な応急処置

・救急用品

（以下、標準カリキュラ

ムの履修項目に沿って

記載すること。）

※複数の区分の認定を希望する場合は、各区分毎に作成すること。

４ 緊急時の連絡体制（系統図）
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５ プログラム履修者情報の管理体制等

プ ロ グ ラ ム 履 修 者 想 定 数 (名 ) プログラム履修者の情報管理責任者

名（区分名）

管 理 方 法

６ 実技履修プログラム実施場所

履修所在地

協力事業者名

履修地周辺の位置図
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７ プログラム履修費用

プ ロ グ ラ ム 区 分 名 履 修 期 間 プログラム履修費用（円）

※ 複数の区分のプログラムがある場合で、各区分毎に費用分割が可能な場合は、各区分毎に費

用を記載すること。

８ 過去の類似する事業実績（民間事業者のみ記載すること）

□ 申請時から起算して、直近２年以内に類似する取り組みを行っており、現在も

反復・継続的に、認定申請区分に係るプログラム提供を行っている。

□ その他

（内容記載）

９ 事業実施環境（民間事業者のみ記載すること）

□ 事業実施に際し、地権者や自然環境関係者等との間でトラブルが発生していない。

□ その他

（内容記載）

事業実施の際に、制約等がある場合は、その内容を記載すること。
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別記第３号様式

第 号

北海道アウトドア資格制度人材育成機関認定通知書

北 海 道 ア ウ ト ド ア 資 格 制 度 人 材 育 成 機 関 認 定 要 領 に 基 づ き 、 次 の と お り 人

材 育成機関 として 認定した のでお 知らせ します 。

認定区分名（複数の場合は複数記載）

（認定機関名）

（認定機関の所在地）

（認定の有効期間） から まで

平成 年 月 日

北海道知事
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別記第４号様式

北海道アウトドア資格制度人材育成機関認定事項変更届

平成 年 月 日

北海道知事 様

届出機関の所在地

届出機関の名称及び代表者の職・氏名 印

人材育成機関認定に係る認定事項を次のとおり変更したいので、北海道アウトドア資格制度人

材育成機関認定要領に基づき、届け出ます。

記

１ 変更内容

２ 変更理由

３ 変更年月日 平成 年 月 日
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別記第５号様式

北海道アウトドア資格制度人材育成事業廃止届

平成 年 月 日

北海道知事 様

届出機関の所在地

届出機関の名称及び代表者の職・氏名 印

人材育成機関認定に係る事業を廃止したので、北海道アウトドア資格制度人材育成機関認定要

領に基づき、届け出ます。

記

１ 廃止時期 平成 年 月 日

２ 廃止した事業の分野・区分

３ 廃止理由
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別記第６号様式

プログラム履修開始届

平成 年 月 日

北海道知事 様

届出機関の所在地

届出機関の名称及び代表者の職・氏名 印

別紙のとおり教育プログラムを開始したので、北海道アウトドア資格制度人材育成機関認定要

領に基づき、届け出ます。
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別紙

教育プログラムの内容
認定区分名 履修予定者 開 始 日 修了予定日
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別記第７号様式

履 修 者 報 告 書

平成 年 月 日

北海道知事 様

人材育成機関名

代表者名 印

北海道アウトドア資格制度人材育成機関認定要領に基づき、別紙のとおり履修者を報告します。

※ 添付資料：履修区分ごとの履修日、出席状況、履修時間、履修方法（座学・実技）

及び総履修時間が確認できるもの。
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別紙

履 修 者 リ ス ト

認 定 区 分 名 履 修 者 氏 名 全てのプログラムを修了した日 備 考
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別記第８号様式

第 号

履 修 証 明 書

氏 名

分 野

有 効 期 間 証明日から 平成 年 月 日まで

北海道アウトドア資格制度人材育成機関認定要領により、上記分野を

履修したことを証明します。

有効期間内は、この分野の筆記試験を免除します。

平成 年 月 日

北海道知事 氏 名 印
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別記第９号様式

北海道アウトドア資格制度履修証明書再交付申請書

平成 年 月 日

北海道知事 様

住 所

氏 名 ○印

北海道アウトドア資格制度人材育成機関認定要領に基づき、次のとおり履修証明書の再交付を

申請します。

記

１ 履修した分野・区分

２ 人材育成機関

３ 履修修了時期 平成 年 月 日

４ 申請の理由（紛失等）
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別記第１０号様式

北海道アウトドア資格制度人材育成機関認定更新申請書

平成 年 月 日

北海道知事 様

申請機関の所在地

申請機関の名称及び代表者の職・氏名 印

北海道アウトドア資格制度人材育成機関認定要領に基づき、次の認定を更新したいので、資料

を添えて申請します。

記

１ 認定通知の番号 第 号

２ 認定年月日

３ 認定分野・区分

４ 添付資料

別紙のとおり（別記第２号様式）


